
○
運
輸
委
員
会

内
閣
提
出
法
律
案
（
四
件
）

番
号

件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名

先議院

提
　
出

月
　
日

参
　
　
　
議
　
　
　
院

衆
　
　
　
議
　
　
　
院

備
　
　
　
　
考

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

32

港
湾
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

衆

六
三
、
二
、
一
二

六
三
、
二
、
一
二

　
　
（
予
）

六
三
、
四
、
二
一

可
　
　
決

　
六
三
、
四
、
二
七

可
　
　
決

六
三
、
二
、
一
二

六
三
、
三
、
二
五

可
　
　
決

六
三
、
三
、
三
〇

可
　
　
決

41

船
舶
整
備
公
団
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

参

二
、
二
六

二
、
二
六　
　
四
、
一
九

可
　
　
決

　
　
　
四
、
二
〇

可
　
　
決

二
、
二
六

（
予
）

　
　
四
、
二
七

可
　
　
決

　
　
四
、
二
八

可
　
　
決

62

船
員
の
雇
用
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
案

衆

三
、
一
五

三
、
一
五

（
予
）

　
　
　
四
、
二
八

可
　
　
決

　
　
　
五
、
一
一

可
　
　
決

三
、
一
五
　
　
四
、
一

可
　
　
決

　
　
四
、
一
二

可
　
　
決

63

船
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

"

三
、
一
五

四
、
一
二

　
　
　
四
、
二
八

可
　
　
決

　
　
　
五
、
一
一

可
　
　
決

三
、
一
七
　
　
四
、
一

修
　
　
正

　
　
四
、
一
二

修
　
　
正

衆
議
院
議
員
提
出
法
律
案
（
一
件
）

番
号

件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名

提
　
出
　
者

（
月
　
　
　
日
）

予
備
送

付
月
日

本
院
へ

提
出
月
日

参
　
　
　
議
　
　
　
院

衆
　
　
　
議
　
　
　
院

備
　
　
考

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

9

都
市
に
お
け
る
公
共
交
通
の
環
境
整
備

に
関
す
る
特
別
措
置
法
案

戸
田
菊
雄
君

外
　
　
五
　
　
名

　
　
（
六
三
、
四
、
一
三
）

六
三
、
四
、
一
六

六
三
、
四
、
一
六

　
　
（
予
）

六
三
、
四
、
一
六

継
　
　
続
　
　
審
　
　
査



国
会
の
承
認
を
求
め
る
の
件
（
一
件
）

番
号

件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名

先議院

提
　
出

月
　
日

参
　
　
　
議
　
　
　
院

衆
　
　
　
議
　
　
　
院

備
　
　
　
　
考

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

3

地
方
自
治
法
第
百
五
十
六
条
第
六
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
中
部
運
輸
局
愛
知
陸
運
支
局
の
自
動
車
検
査
登

録
事
務
所
の
設
置
に
関
し
承
認
を
求
め
る
の
件

衆

六
三
、
三
、
一
五

六
三
、
三
、
一
五

　
　
（
予
）

六
三
、
四
、
二
八

承
　
　
認

六
三
、
五
、
一
一

承
　
　
認

六
三
、
三
、
一
五

六
三
、
四
、
一
三

承
　
　
認

六
三
、
四
、
一
四

承
　
　
認

港
湾
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
三
二
号
）

要
旨

　
　
本
案
は
、
港
湾
の
整
備
の
促
進
を
図
る
た
め
、
日
本
電
信
電
話
株

　
式
会
社
の
株
式
の
売
払
収
入
の
活
用
に
よ
る
社
会
資
本
の
整
備
の
促

　
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
以
下
「
社
会
資
本
整
備
法
」
と
い
う
。
）

　
の
収
益
回
収
型
の
国
の
無
利
子
貸
し
付
け
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ

　
う
に
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
一
、
国
は
、
当
分
の
間
、
地
方
公
共
団
体
の
出
資
に
係
る
法
人
が
港

　
　
湾
施
設
の
整
備
の
う
ち
、
こ
れ
と
密
接
に
関
連
し
て
行
わ
れ
る
事

　
　
業
に
よ
り
生
ず
る
収
益
を
も
つ
て
そ
の
費
用
を
支
弁
す
る
と
認
め

　
　
ら
れ
る
も
の
に
つ
い
て
、
社
会
資
本
整
備
法
に
基
づ
く
収
益
回
収

　
　
型
の
無
利
子
貸
し
付
け
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。

　
二
、
無
利
子
貸
し
付
け
に
係
る
所
要
の
措
置
を
講
じ
る
ほ
か
、
港
湾

　
　
整
備
緊
急
措
置
法
、
港
湾
整
備
特
別
会
計
法
に
つ
い
て
所
要
の
規

　
　
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。

委
員
長
報
告

　
　
た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
港
湾
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

　
案
に
つ
き
ま
し
て
、
運
輸
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
並
び
に
結

　
果
を
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

　
　
本
法
律
案
は
、
港
湾
の
整
備
の
促
進
を
図
る
た
め
、
地
方
公
共
団

　
体
の
出
資
に
係
る
法
人
に
対
し
、
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
の
株
式

　
の
売
払
収
入
の
活
用
に
よ
る
社
会
資
本
の
整
備
の
促
進
に
関
す
る
特

　
別
措
置
法
に
基
づ
く
収
益
回
収
型
の
無
利
子
貸
し
付
け
を
行
お
う
と

　
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
　
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
港
湾
整
備
事
業
に
お
け
る
収
益
回
収



型
無
利
子
貸
し
付
け
の
有
効
性
、
港
湾
再
開
発
を
め
ぐ
る
諸
課
題
へ

の
対
応
等
各
般
に
わ
た
り
質
疑
が
行
わ
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
詳
細
は

会
議
録
を
も
っ
て
御
承
知
願
い
た
い
と
存
じ
ま
す
。

　
質
疑
を
終
局
し
、
討
論
に
入
り
ま
し
た
と
こ
ろ
、
日
本
共
産
党
小

笠
原
委
員
よ
り
反
対
の
意
見
が
述
べ
ら
れ
、
採
決
の
結
果
、
本
法
律

案
は
多
数
を
も
っ
て
原
案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し

ま
し
た
。

　
以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

船
舶
整
備
公
団
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
四
一
号
）

要
旨　

本
法
律
案
は
、
最
近
に
お
け
る
海
運
業
を
め
ぐ
る
状
況
に
か
ん
が

み
、
船
舶
整
備
公
団
の
業
務
範
囲
を
拡
大
し
、
改
造
、
係
留
に
よ
る

既
存
船
の
多
目
的
な
利
用
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
も
の

で
あ
つ
て
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
船
舶
整
備
公
団
の
建
造
業
務
等
の
対
象
と
な
る
国
内
旅
客
船
の

　
範
囲
に
遊
覧
専
用
船
を
追
加
す
る
こ
と
。

二
、
船
舶
整
備
公
団
の
業
務
に
余
剰
船
舶
等
の
係
留
船
へ
の
改
造
を

　
追
加
す
る
こ
と
。

委
員
長
報
告

　
　
た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
船
舶
整
備
公
団
法
の
一
部
を
改
正

　
す
る
法
律
案
に
つ
き
ま
し
て
、
運
輸
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過

　
及
び
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

　
　
本
法
律
案
は
、
最
近
に
お
け
る
海
運
業
を
め
ぐ
る
厳
し
い
状
況
等

　
に
か
ん
が
み
、
船
舶
整
備
公
団
の
業
務
範
囲
を
拡
大
し
、
余
剰
船
舶

　
等
の
改
造
、
係
留
に
よ
る
既
存
船
の
多
目
的
な
利
用
を
図
る
こ
と
が

　
で
き
る
よ
う
所
要
の
改
正
を
行
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
　
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
船
舶
整
備
公
団
の
財
政
状
況
、
内
航

　
海
運
を
め
ぐ
る
課
題
へ
の
対
応
等
各
般
の
問
題
に
つ
い
て
質
疑
が
行

　
わ
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
詳
細
は
会
議
録
に
よ
り
御
承
知
願
い
ま
す
。

　
　
質
疑
を
終
局
し
、
討
論
に
入
り
ま
し
た
と
こ
ろ
、
日
本
共
産
党
小

　
笠
原
委
員
よ
り
反
対
の
意
見
が
述
べ
ら
れ
、
採
決
の
結
果
、
本
法
律

　
案
は
多
数
を
も
っ
て
原
案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し

　
ま
し
た
。

　
　
以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。



船
員
の
雇
用
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

案
（
閣
法
第
六
二
号
）

要
旨

　
　
本
法
律
案
は
、
一
般
外
航
海
運
業
等
に
係
る
事
業
規
模
の
縮
小
等

　
に
伴
う
離
職
船
員
の
発
生
が
今
後
に
お
い
て
も
引
き
続
き
予
想
さ
れ

　
る
状
況
に
か
ん
が
み
、
就
職
促
進
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
特
別
の

　
措
置
の
対
象
と
な
る
船
員
の
離
職
の
日
に
関
す
る
期
限
（
現
行
昭
和

　
六
十
三
年
六
月
三
十
日
ま
で
）
を
、
特
定
不
況
業
種
関
係
労
働
者
の

　
雇
用
の
安
定
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
期
限
の
延
長
に
合
わ
せ
て
、

　
昭
和
七
十
年
六
月
三
十
日
ま
で
七
年
間
延
長
す
る
も
の
で
あ
る
。

委
員
長
報
告

　
　
た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
二
法
律
案
及
び
承
認
案
件
に
つ
い

　
て
運
輸
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
並
び
に
結
果
を
御
報
告
申
し

　
上
げ
ま
す
。

　
　
ま
ず
、
船
員
の
雇
用
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改

　
正
す
る
法
律
案
は
、
一
般
外
航
海
運
業
等
に
係
る
事
業
規
模
の
縮
小

　
等
に
伴
う
離
職
船
員
の
発
生
が
今
後
に
お
い
て
も
引
き
続
き
予
想
さ

　
れ
る
状
況
に
か
ん
が
み
、
就
職
促
進
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
特
別

の
措
置
の
対
象
と
な
る
船
員
の
離
職
の
日
に
関
す
る
期
限
を
、
昭
和

七
十
年
六
月
三
十
日
ま
で
七
年
間
延
長
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り

ま
す
。

　
次
に
、
船
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
は
、
船
員
の
労
働
条

件
を
め
ぐ
る
社
会
経
済
情
勢
の
著
し
い
変
化
及
び
船
員
の
福
祉
の
増

進
等
の
必
要
性
に
か
ん
が
み
、
船
員
の
労
働
時
間
に
つ
い
て
一
月
当

た
り
八
時
間
以
内
と
す
る
と
と
も
に
、
一
週
間
当
た
り
平
均
四
十
時

間
以
内
を
目
標
と
す
る
段
階
的
な
短
縮
を
図
る
こ
と
と
し
た
ほ
か
、

超
過
時
間
に
対
応
し
た
補
償
休
日
制
度
の
創
設
及
び
内
航
船
員
に
係

る
有
給
休
暇
の
付
与
日
数
の
増
加
等
船
員
の
労
働
条
件
の
改
善
に
つ

い
て
所
要
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
以
上
二
法
律
案
を
一
括
議
題
と
し
て

審
査
を
行
い
、
我
が
国
外
航
海
運
の
現
状
と
再
構
築
の
進
め
方
、
日

本
人
船
員
に
係
る
海
上
職
域
の
確
保
と
陸
上
職
域
へ
の
転
換
、
船
員

の
労
働
実
態
と
時
間
短
縮
の
目
標
時
期
及
び
小
型
内
航
船
乗
組
員
に

対
す
る
法
律
の
適
用
範
囲
の
拡
大
等
船
員
の
雇
用
対
策
並
び
に
労
働

条
件
を
め
ぐ
る
各
般
の
問
題
に
つ
い
て
質
疑
が
行
わ
れ
ま
し
た
が
、

そ
の
詳
細
は
会
議
録
に
よ
り
御
承
知
願
い
ま
す
。

　
質
疑
を
終
局
し
、
討
論
に
入
り
ま
し
た
と
こ
ろ
、
船
員
法
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
案
に
つ
い
て
日
本
共
産
党
小
笠
原
委
員
よ
り
反
対



の
意
見
が
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。

　
次
い
で
、
採
決
の
結
果
、
船
員
の
雇
用
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措

置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
つ
い
て
は
、
全
会
一
致
を
も
っ

て
原
案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　
な
お
、
本
法
律
案
に
対
し
、
安
恒
理
事
よ
り
四
会
派
共
同
提
案
に

係
る
便
宜
置
籍
船
へ
の
日
本
人
船
員
の
配
乗
促
進
等
二
項
目
に
わ
た

る
附
帯
決
議
案
が
提
出
さ
れ
、
多
数
を
も
っ
て
本
委
員
会
の
決
議
と

す
る
こ
と
に
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　
次
い
で
、
船
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
つ
い
て
は
、
多

数
を
も
っ
て
原
案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　
な
お
、
本
法
律
案
に
対
し
、
中
野
理
事
よ
り
五
会
派
共
同
提
案
に

係
る
週
平
均
四
十
時
間
労
働
制
に
可
及
的
速
や
か
に
移
行
す
る
等
の

八
項
目
に
わ
た
る
附
帯
決
議
案
が
提
出
さ
れ
、
全
会
一
致
を
も
っ
て

本
委
員
会
の
決
議
と
す
る
こ
と
に
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　
最
後
に
、
地
方
自
治
法
第
百
五
十
六
条
第
六
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

中
部
運
輸
局
愛
知
陸
運
支
局
の
自
動
車
検
査
登
録
事
務
所
の
設
置
に

関
し
承
認
を
求
め
る
の
件
は
、
愛
知
県
の
東
三
河
地
域
に
お
け
る
自

動
車
の
検
査
及
び
登
録
に
関
す
る
業
務
の
現
状
等
に
か
ん
が
み
、
愛

知
県
豊
橋
市
に
中
部
運
輸
局
愛
知
陸
運
支
局
の
自
動
車
検
査
登
録
事

務
所
を
設
置
す
る
た
め
、
国
会
の
承
認
を
求
め
よ
う
と
す
る
も
の
で

あ
り
ま
す
。

　
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
採
決
の
結
果
、
本
件
は
全
会
一
致
を

も
っ
て
原
案
ど
お
り
承
認
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　
以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

船
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
六
三
号
）

要
旨

　
　
本
法
律
案
は
、
船
員
の
労
働
時
間
の
段
階
的
な
短
縮
を
図
る
と
と

　
も
に
、
補
償
休
日
制
度
の
創
設
、
有
給
休
暇
の
付
与
日
数
の
増
加
等

　
船
員
の
労
働
時
間
の
改
善
に
つ
い
て
、
船
員
中
央
労
働
委
員
会
の
答

　
申
に
基
づ
き
、
所
要
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、

　
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
一
、
労
働
時
間
の
短
縮
及
び
休
日
関
係

　
　
１
　
海
員
（
船
内
で
使
用
さ
れ
る
船
長
以
外
の
乗
組
員
）
の
一
日

　
　
　
の
労
働
時
間
を
八
時
間
以
内
と
す
る
こ
と
。

　
　
２
　
海
員
の
一
週
間
の
労
働
時
間
を
基
準
労
働
期
間
に
つ
い
て
平

　
　
　
均
四
十
時
間
以
内
と
す
る
こ
と
を
目
標
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、

　
　
　
当
分
の
間
は
、
四
十
八
時
間
以
下
の
範
囲
内
で
政
令
で
定
め
、

　
　
　
段
階
的
に
短
縮
を
図
る
こ
と
。



　
　
　
な
お
、
こ
の
政
令
は
、
週
平
均
四
十
時
間
制
に
可
及
的
速
や

　
　
か
に
移
行
す
る
た
め
、
制
定
さ
れ
、
改
正
さ
れ
る
も
の
で
あ
る

　
　
こ
と
（
衆
議
院
修
正
に
よ
る
追
加
）
。

　
３
　
船
舶
所
有
者
が
海
員
に
与
え
る
べ
き
休
日
は
、
基
準
労
働
期

　
　
間
に
つ
い
て
一
週
間
当
た
り
平
均
一
日
以
上
と
す
る
こ
と
。

　
４
　
基
準
労
働
期
間
と
は
、
船
舶
の
航
行
区
域
、
航
路
等
を
勘
案

　
　
し
て
船
舶
の
区
分
に
応
じ
一
年
以
下
の
範
囲
内
で
定
め
る
期
間

　
　
と
す
る
こ
と
。

二
、
補
償
休
日
制
度
の
創
設

　
　
船
舶
所
有
者
は
、
海
員
の
労
働
時
間
が
一
週
間
に
お
い
て
四
十

　
時
間
を
超
え
る
場
合
ま
た
は
海
員
に
一
週
間
に
お
い
て
休
日
を
与

　
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
補
償
休
日
を
基
準
労
働
期
間

　
以
内
に
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

三
、
有
給
休
暇
制
度
の
改
善

　
１
　
沿
海
区
域
ま
た
は
平
水
区
域
を
航
行
区
域
と
す
る
内
航
船
舶

　
　
に
乗
り
組
む
船
員
の
有
給
休
暇
の
日
数
を
、
連
続
し
た
船
舶
に

　
　
お
け
る
勤
務
一
年
に
つ
い
て
十
二
日
か
ら
十
五
日
に
、
一
定
の

　
　
猶
予
期
間
を
お
い
て
段
階
的
に
引
き
上
げ
る
こ
と
。

　
２
　
有
給
休
暇
の
付
与
の
基
礎
と
な
る
勤
務
に
つ
い
て
、
船
舶
に

　
　
お
け
る
勤
務
に
加
え
、
こ
れ
に
準
ず
る
一
定
の
勤
務
に
つ
い
て

　
　
も
そ
の
対
象
と
す
る
こ
と
。

四
、
そ
の
他

１
　
政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
三
年
を
経
過
し
た
場
合
に
お

　
い
て
、
新
法
の
施
行
状
況
を
勘
案
し
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る

　
と
き
は
、
新
法
の
規
定
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
必
要
な
措
置

　
を
講
ず
る
こ
と
（
衆
議
院
修
正
に
よ
る
追
加
）
。

２
　
こ
の
法
律
は
昭
和
六
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。

委
員
長
報
告

　
　
一
五
二
ペ
ー
ジ
参
照

地
方
自
治
法
第
百
五
十
六
条
第
六
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
中
部
運
輸
局

愛
知
陸
運
支
局
の
自
動
車
検
査
登
録
事
務
所
の
設
置
に
関
し
承
認
を
求

め
る
の
件
（
閣
承
認
第
三
号
）

要
旨

　
　
本
承
認
案
件
は
、
愛
知
県
の
東
三
河
地
域
に
お
け
る
自
動
車
の
検

　
査
及
び
登
録
に
関
す
る
事
務
の
円
滑
化
を
図
り
、
あ
わ
せ
て
当
該
地

　
域
の
住
民
の
利
便
を
増
進
す
る
た
め
、
愛
知
県
豊
橋
市
に
、
中
部
運

　
輸
局
愛
知
陸
運
支
局
の
自
動
車
検
査
登
録
事
務
所
を
設
置
す
る
も
の



で
あ
る
。

委
員
長
報
告

　
　
一
五
二
ペ
ー
ジ
参
照




